
 

  

「岩国駅～スパ・サンライズ線」における移動円滑化基準適用除外自動車

の運行について  

  

１ 移動円滑化基準適用除外自動車の申請概要 

株式会社岩国駅構内タクシーが令和８年４月１日から「岩国駅～スパ・サンライズ

線」で使用する車両について、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構

造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定

める省令（平成 18 年国土交通省令第 111 号。（以下「省令」という。））第 43 条の規定

に基づく「移動円滑化基準適用除外自動車 

※」の認定を受けるため、本会議の合意を求

めるものです。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 申請理由  

当該路線は、これまでの利用実績から乗車定員が 10 名程度の車両で支障がないこと

から、運行事業者である株式会社岩国駅構内タクシーでは、乗車定員が 10 人（車両総

重量 2,580kg）の車両を導入する予定です。 

当該車両は車両の構造上、バリアフリー法基準適合車両への適合が困難であることか

ら、この度、移動円滑化基準の適用除外の認定申請を行うものです。 

なお、移動円滑化基準の適用除外により、利用が困難となる車いす利用者については、

福祉タクシー等の利用により、移動手段の確保を図ることとします。  

   

３ 適用除外認定を受ける路線  

（１）岩国駅～スパ・サンライズ線の全便 

※ 運行内容は別添の資料７でご確認ください。 

４ 適用除外認定を受ける車両の概要  

No. 車名 型式 乗車定員 長さ 幅 車両総重量 

１  日産キャラバン CBA-KS4E26  10 人 508 ㎝ 169 ㎝ 2,580 ㎏ 

２  日産キャラバン CBA-KS4E26  10 人 508 ㎝ 169 ㎝ 2,590 ㎏ 

    ※ 運行にあたっては、１をメイン車両とし、故障・車検などにおいては、２の車

両で運行します。 

 

資料８  

※ 移動円滑化基準適用除外自動車とは  

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18年法律第 91号。（以

下「バリアフリー法」という）」では、原則として、車両の新規導入の際には、省令に定め

る移動円滑化基準に適合した車両(車いす対応等)の導入を義務付けています。  

ただし、道路や地形上の問題や車両総重量が５ｔ以下であって乗車定員が 23 人以下の自

動車を導入するなどより、移動円滑化基準を満たすことが困難などの合理的な理由のある場

合には、地方運輸局に申請し、認定を受けることで、移動円滑化基準の一部が適用除外とな

ります。  

なお、この認定申請にあたり、必要に応じて地域公共交通会議等（岩国市地域公共交通

会議）での協議を調えることとされています。  
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５ 認定により適用を除外する移動円滑化基準の条項及び内容  

No. 条項  内容  基準値等  

１  第 37 条第２項 

第１号  

乗降口の幅  乗降口の幅は 80cm 以上とすること 

２  第 37 条第２項 

第２号  

乗降口のスロープ  乗降口のスロープ板設置 

３  第 39 条  車いすのスペース  車椅子使用者の乗降を円滑にする設備

を備えること 

４  第 40 条第１項  通路（有効幅）  乗降口を車椅子スペースとの間の通路

の幅は 80 ㎝以上とすること 

５ 第 40 条第２項  通路（手すりの間隔） 通路には国土交通大臣が定める間隔で

手すりを設けること 

６ 第 41 条第１項 情報提供設備 

（車内設備） 

バス運行に関する情報を文字や音声に

より提供するための設備を備えること 

７ 第 41 条第２項 情報提供設備 

（車外設備） 

車外用放送設備を設けること 

８ 第 41 条第３項 情報提供設備 

（行き先表示） 

車両の前面、左側面及び後面に行き先

を見やすいように表示すること 
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移動円滑化基準適用除外申請に係る資料

申請対象車両 山口３００ あ 174

床面の高さ（60ｃｍ） 乗降口の幅（62ｃｍ）

通路（有効幅）（57ｃｍ）

車両NO.１

拡大写真
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床面の高さ（59ｃｍ）

申請対象車両 山口３００ あ 356

移動円滑化基準適用除外申請に係る資料

乗降口の幅（64ｃｍ）

通路（有効幅）（55ｃｍ）

車両NO.２

拡大写真

拡大写真
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